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香川支部に関する資料 



9 

収　　　入 支　　　出 収支差

保険料収入    医療給付費（国庫補助を除く）（調整後） 全国平均分 地域差分

一般分
債権回収

以外
債権回収 医療給付費 年齢調整額 所得調整額 激変緩和

（A）-（B） 医療給付費
（A）

震災特例分(B)

平成27年度の

協会手当分

（B1）

波及増分
（B2）

一般管理費
（国庫負担を除く）

その他収入 計 現金給付費等
（国庫補助等を除く）

前期高齢者

納付金等
（国庫補助を除く）

業務経費
（国庫補助を除く）

計その他支出
平成27年度の

収支差の精算

特別計上分

（業務経費の

別掲）
計

全 国 計 8,797,446 8,795,250 16,509 5,112 11,397 8,813,955 4,511,222 4,511,222 4,513,199 132 1,845 388,754 3,287,482 114,239 35,440 28,124 0 72 8,365,333 448,622 448,622 0

37 香 川 85,832 85,811 190 49 141 86,022 44,764 48,601 48,601 ▲304 ▲2,237 ▲1,296 3,703 31,317 1,088 338 268 117 0 81,594 4,427 4,274 154

(注) １．年齢調整額、所得調整額、激変緩和のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。
２．債権回収は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。
３．医療給付費は、東日本大震災及び熊本地震による窓口負担減免措置に伴う平成29年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。
４．（B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災に伴う平成27年度における協会負担分の窓口負担減免額のうち、総報酬額の0.01％を超える部分として、（A）から控除するものである。
　また、（B2）は、東日本大震災に伴う窓口負担減免措置によって医療費が増加した分のうちの医療給付費分（波及増分）を表す。
５．「平成27年度の収支差の精算」は、平成27年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。
６．国の年金特別会計に係る分並びに東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B2）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。

平成29年度の収支（暫定版） 

(a) (b) (a)/(b)*100

（百万円） （百万円） （％）

37 香 川 154 838,000 0.02 (11)

支部別収支差
（地域差分）

総報酬額（29年度実績） 保険料率換算

（順位）

平成29年度の収支別収支差（地域差分）の保険料率換算（暫定版） 

・ 平成31年度の保険料率の算定においては、平成29年度の都道府県支部ごとの収支における収支差（地域差分）について精算する必要

　がある。当該収支差は、プラスの場合は収入に加算し、マイナスの場合は絶対値の額を支出に加算する。

・ 平成31年度保険料率算定の際の精算に係る保険料率は、平成29年度の支部の収支差（地域差分）を平成31年度の総報酬額の見込額

　で除したものになるため、表中の保険料率換算（収支差（地域差分）を平成29年度の総報酬額の実績で除したもの）とは異なる。
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平成30年度都道府県単位保険料率の算定について
（単位：％）

年齢調整 所得調整

(a) (a+b) (a+b+4.83) (c) (c+α )

全    国 5.17 － － 5.17 10.00 10.00 10.00
37 香   川 5.80 ▲ 0.04 ▲ 0.26 5.50 10.33 10.24 10.23

（注） ・ 所要保険料率は、医療給付費についての調整後の所要保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.46%）、前期高齢者納付金等（3.61%）、保健事業費等（0.79%）、その他収入（▲0.02%）に係る合計の

（注） ・ 保険料率（4.83%）を加算したものである。

（注） ・ 保険料率（c)は、激変緩和措置として、当該支部の医療給付費についての調整後の保険料率の全国計との差が10分の7.2となるよう調整した上で、全国一律の保険料率4.83%を加算したものである。

（注） ・ 保険料率（c+α )は、保険料率(c)には含まれていない、平成28年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分及び支部ごとの特別計上分を含めて算定したもの。

保険料率
(激変緩和措置後）

(精算・特別計上等含む）

医療給付費に
ついての調整前の

所要保険料率

調整(b) 医療給付費に
ついての調整後の

保険料率
所要保険料率

保険料率
(激変緩和措置後）

(精算・特別計上等除く）

(a) 香川支部の医療給付費についての調整前の所要保険料率  5.80％ 

香川支部の医療給付費（平成30年度見込み） ＝   51,478 百万円・・・①（注1） 

香川支部の 総報酬額 （平成30年度見込み） ＝ 888,320 百万円・・・②（注2） 
①／②＝0.057949・・・ ⇒ 5.80％ 

（注1）・各支部の医療給付費の平成28年度実績から東日本大震災及び熊本地震に伴う窓口負担減免措置による窓口負担減免額及び波及増分に係る額を控除した額に、 
     全国計の医療給付費の平成30年度見込みとの比率を乗じて算出。 
    ・医療給付費については、療養の給付のほか、療養費、移送費を含み、国庫補助金、特別の事情に係る額（原爆医療費及び療養担当手当に係る額等）を控除している。 
（注2）平成28年度実績における各支部の総報酬額に、全国計の総報酬額の平成30年度見込みとの比率及び予定保険料納付率約0.994を乗じて算出。 

(b) 香川支部の年齢調整率  ▲0.04％ 
香川 全国

全国構成比 一人あたり

による加入者数 医療給付費
（百人） （百人） （百人） （円） （円） （円） （円）

(A) (B) (C) (D) (E)【(C)の計×(B)】 (F) (G)【(F)×(E)】 (H)【(F)×(C)】 (Ｉ)【(G)－(H)】

0～4 19,827 5.03% 209 5.18% 202 178,521 36,111,741 37,223,326 -1,111,585
5～9 21,322 5.41% 228 5.66% 218 89,551 19,481,095 20,394,799 -913,704

10～14 21,756 5.52% 234 5.81% 222 68,424 15,187,622 16,004,835 -817,212
15～19 23,324 5.91% 248 6.15% 238 54,112 12,876,691 13,395,735 -519,044
20～24 26,029 6.60% 258 6.41% 266 50,950 13,530,242 13,138,691 391,551
25～29 27,467 6.96% 266 6.61% 280 62,990 17,652,040 16,750,206 901,835
30～34 30,994 7.86% 306 7.61% 316 72,147 22,814,108 22,100,641 713,467
35～39 34,414 8.73% 354 8.79% 351 78,342 27,506,884 27,717,390 -210,506
40～44 39,687 10.06% 413 10.25% 405 86,717 35,112,149 35,781,087 -668,937
45～49 35,649 9.04% 346 8.59% 364 105,637 38,421,494 36,516,359 1,905,135
50～54 30,211 7.66% 288 7.15% 308 136,184 41,975,577 39,163,692 2,811,884
55～59 28,997 7.35% 296 7.34% 296 171,240 50,659,804 50,601,846 57,959
60～64 27,693 7.02% 290 7.21% 283 215,802 60,971,690 62,637,420 -1,665,729
65～69 19,533 4.95% 214 5.32% 199 281,177 56,033,704 60,198,650 -4,164,946
70～74 7,509 1.90% 77 1.91% 77 436,176 33,417,281 33,484,061 -66,780

計 394,410 100.00% 4,024 100.00% 4,024 119,720 481,752,123 485,108,735 -3,356,611

年齢
（歳）

平均給付費 標準給付費 年齢調整額

香川

加入者数 加入者数加入者数
構成比

加入者数
構成比

全国 香川

・(A)～(E)：各支部の年齢階級別加入者数の平成28年度実績に、全国計の加入者数の平成30年度見込みとの比率を乗じて算出。 
      数値は、年度の平均値。 
・(F)   ：平成28年度実績における年齢階級別加入者１人当たり医療給付費から、東日本大震災及び熊本地震に伴う窓口負担減免額及び波及増分に係る額を控除して得た額に、 
      全年齢階級計の加入者１人当たり医療給付費の平成30年度見込みとの比率を乗じて算出。 
      医療給付費については、療養の給付のほか、療養費、移送費を含み、国庫補助金、特別の事情に係る額（原爆医療費及び療養担当手当に係る額等）を控除している。 

平成30年度都道府県単位保険料率の算定について 

（注）・所要保険料率は、医療給付費についての調整後の所要保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.46%）、前期高齢者納付金等（3.61%）、保健事業費等（0.79%）、その他収入（▲0.02%）に係る合計の保険料率（4.83%）を 
    加算したものである。 
   ・保険料率（c)は、激変緩和措置として、当該支部の医療給付費についての調整後の保険料率の全国計との差が10分の7.2となるよう調整した上で、全国一律の保険料率4.83%を加算したものである。 
   ・保険料率（c+α)は、保険料率(c)には含まれていない、平成28年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分及び支部ごとの特別計上分を含めて算定したもの。 

・・・③ 

③／②＝－3.77861・・・ ⇒ ▲0.04％ 
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(b) 香川支部の所得調整率  ▲0.26％ 

全国の医療給付費（平成30年度見込み） ＝       4,721,865 百万円・・・④（注1） 

全国の 総報酬額 （平成30年度見込み） ＝     91,401,222 百万円・・・⑤（注2） 
④×②／⑤－⑥×⑦＝－2,285,499,547・・・⑧ 
 
⑧／②＝－0.00257・・・ ⇒ ▲0.26％ 

（注1）・各支部の医療給付費の平成28年度実績から東日本大震災及び熊本地震に伴う窓口負担減免措置による窓口負担減免額及び波及増分に係る額を控除した額に、 
     全国計の医療給付費の平成30年度見込みとの比率を乗じて算出。 
    ・医療給付費については、療養の給付のほか、療養費、移送費を含み、国庫補助金、特別の事情に係る額（原爆医療費及び療養担当手当に係る額等）を控除している。 
（注2）平成28年度実績における各支部の総報酬額に、全国計の総報酬額の平成30年度見込みとの比率及び予定保険料納付率約0.994を乗じて算出。 
（注3）各支部の年齢階級別加入者数の平成28年度実績に、全国計の加入者数の平成30年度見込みとの比率を乗じて算出。 
    数値は、年度の平均値。 

全国の平均一人あたり医療給付費（平成30年度見込み） ＝ 119,720 円・・・⑥ 

香川支部の 総報酬額 （平成30年度見込み） ＝    888,320 百万円・・・②（注2） 

香川支部の 加入者数 （平成30年度見込み） ＝       402,400 人・・・⑦（注3） 

共通料率等  4.83％ 

　共通料率（A' + B' - C') 4.83 %

　A'第２号都道府県単位保険料率 4.07 %

　B'第３号都道府県単位保険料率 0.79 %

　C'収入等の率 0.02 %

　第１号平均保険料率 5.17 %

　計 10.00 %

（注4）・平成28年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分は含まれていない。 
    ・支部ごとの特別計上分は含まれていない。 
（注5）・平成28年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分は含まれていない。 

（注4） 

（注5） 

・・・傷病手当金等の現金給付0.46％ + 前期高齢者納付金等 3.61％  

・・・保健事業費等 0.79％ 

(c+α) 香川支部の精算・特別計上等  ▲0.01％ 

平成28年度の香川支部の収支差   ＝             108 百万円・・・⑨（注6） 

香川支部の総報酬額（平成30年度見込み） ＝  888,320 百万円・・・②（注2） 

⑨／②＝0.000122003 ⇒ ▲0.01％ 

香川支部の業務経費に係る特別計上分経費（平成30年度見込み） ＝  0円・・・⑩ ⑩／②＝0 ⇒ －％ 

（注2）平成28年度実績における各支部の総報酬額に、全国計の総報酬額の平成30年度見込みとの比率及び予定保険料納付率約0.994を乗じて算出。 
（注6）当該精算額の数値がプラスの場合は収入の「その他収入」に加算し、マイナスの場合は絶対値の額を支出の「第３号経費」に加算する。 
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健康保険法 
第160条第3項1号 

健康保険法 
第160条第4項 

支部ごとの 
療養の給付費等 
に要する額 
 

5.80％ 

年齢調整 

▲0.04％ 

所得調整 

▲0.26％ 

調整後の療養の給付費等に係る保険料率 
 

香川5.50％ （全国5.17％） 

激変緩和措置 

香川5.50％ と 全国5.17％ との差0.33％を 
7.2/10 に縮小 
 

0.33×7.2/10＝0.24％ 
 

⇒5.17+0.24＝5.41％ 

激変緩和措置後 
保険料率 
 

5.41％ 

支部ごとの 
医療費に係る部分 

健康保険法 
第160条第3項2号 

健康保険法 
第160条第3項3号 

前期高齢者納付金・ 
後期高齢者支援金 

退職者給付拠出金等 
(法附則4条の3、4条の4) 

現金給付に要する額 

保健事業等に要する額 

業務経費等 

借入金償還金等 

4.83％ 

健康保険法 
施行規則 
第135条の7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲0.01％ 

平成28年度の 
支部ごとの収支決算 
における収支差 
 
108 百万円 

健康保険法 
第160条第3項3号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－％ 

支部の保健事業等 
に要する額 
(特別計上分) 
 
0 円 

10.23％ 
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損 益 計 算 書 自平成29年４月１日 

至平成30年３月31日 

【健康保険勘定】 
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